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本社機能移転・拡充企業に対する特例措置 

本社機能移転促進補助金 

補助制度： 
（雇用）常用雇用者一人あたり ２００万円（限度額５千万円） 
     例：２０名増加の場合、２０名×２００万円＝４，０００万円 
（県税の減税相当分） 
     拡充型本社機能移転について移転型本社機能移転における県税特例措置（事業税、 
     不動産取得税）相当額（限度額５千万円） 
     ※移転型：東京２３区からの本社機能移転 
     ※拡充型：東京２３区外からの本社機能移転、県内にある本社機能の拡充 

対象者：県の誘致により、本社機能の移転・新増設を行う企業 
     ※原則として、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の認定を受ける必要が 
       あります。 

交付要件：①本社機能の移転に伴って増加する常用雇用者数が１０人以上 
                                （※中小企業：５人以上） 
        ②本社登記、あるいは本社機能の移転について対外的に公表 
        ③本社機能移転完了の日において、①の要件を満たすこと 

措置内容 ① 独立行政法人中小企業基盤整備機構による債務保証 
       ② オフィス減税（税額控除あるいは特別償却） 
       ③ 雇用促進税制（税額控除）  
       ④ 日本政策金融公庫による低利融資制度（中小企業者のみ対象） 
 
 
 

       

対象者  「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の認定を受けた企業 

 主な認定要件（これ以外にもいくつか要件があります） 
 ①本社機能関連施設において常時１０人以上を雇用すること（中小企業：５人以上） 
 ②本社機能関連施設において本社機能移転に係る整備計画の実施期間内に 
       増加する常用雇用者数が１０人以上（※中小企業：５人以上） 

支援制度の内容 

国の制度 

県の制度 

※この内容は平成28年6月1日 
  現在のものです。 

県税の減税 
対象税目：事業税（３年間）、不動産取得税（１年間）、県固定資産税（３年間） 

対象者： 「地方活力向上地域特定業務施設整備計画（移転型事業）」の認定を受けた企業 


